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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャンする原稿がモノクロ原稿かカラー原稿かを検知する検知部と、
　スキャンした原稿の画像データに対応して、当該スキャンした原稿の順に、当該原稿が
モノクロ原稿として検知されたか又はカラー原稿として検知されたかを示す検知結果を記
録する検知結果記録部と、
　スキップ指示操作を受け付けると、前記記録した検知結果を参照し、同一検知結果を示
す画像データ群における、それぞれの先頭頁の画像データをプレビュー表示するプレビュ
ー画像表示制御部とを備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記プレビュー画像表示制御部は、次／前スキップ指示操作を受け付けると、プレビュ
ー表示中の画像データより後／前の、当該プレビュー表示中の画像データに係る検知結果
とは異なる検知結果を示す画像データ群における、先頭頁の画像データをプレビュー表示
することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記プレビュー画像表示制御部は、画像データのプレビュー表示と共に、当該画像デー
タに係る原稿がモノクロ原稿として検知されたか、又は、カラー原稿として検知されたか
を示す検知結果を表示することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記プレビュー画像表示制御部は、プレビュー表示した画像データの色検知が誤検知で
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あった場合、ユーザからの修正指示操作を受け付けると、前記検知結果記録部に記録した
前記プレビュー表示した画像データの検知結果を修正し、修正後の検知結果に基づき、再
度、プレビュー表示することを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレビュー機能及びモノクロ／カラー自動検知機能を備えた画像形成装置に
係り、特に、プレビュー機能を利用してモノクロ／カラー検知が適切に行われたかを確認
する際の利便性を向上させる画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原稿がモノクロ原稿かカラー原稿かを自動的に検知し、検知結果に基づき原稿をモノク
ロコピー又はカラーコピーする機能を備えた画像形成装置が提案されている（特許文献１
参照）。
【０００３】
　前記機能を利用すれば、モノクロ原稿／カラー原稿が混合している原稿束をコピーする
場合、前記原稿束を原稿自動読取装置（ＡＤＦ）にセットしてコピーを指示すればモノク
ロ原稿／カラー原稿に対応して自動的にモノクロコピー／カラーコピーが実行される。
【０００４】
　しかし、画像形成装置が原稿のモノクロ／カラー検知（色検知）を誤ると、モノクロ原
稿をカラーコピーしたり、また、カラー原稿をモノクロコピーしてしまう。
　例えば、赤色の印鑑が捺印された原稿を、前記機能を利用してコピーすると、印鑑が小
さい場合や色が薄い場合には、原稿中に占めるカラー部分の割合が小さいために、カラー
原稿と判定されずにモノクロ原稿と判定され、カラーコピーされずに、モノクロコピーさ
れてしまうことがある。
【０００５】
　また、わら半紙のような下地色を有する原稿はモノクロ原稿であっても、カラー原稿と
誤って判定されることがある。
【０００６】
　このような場合、ユーザは、モノクロ原稿／カラー原稿が混合している原稿束をコピー
した後、正しく色検知がなされたかを確認するためには、得られたコピーを全部チェック
しなければならない。
【０００７】
　もし、上記のチェックにおいて、原稿束内の１枚でも色検知が間違っていた場合には、
再度、全コピーのやり直しをするか、前記原稿束内から誤検知された原稿を取り出し、正
しい設定でコピーをやり直して、間違ってコピーされた用紙と交換する必要がある。
　このように自動検知機能を利用してコピーすると、コピー用紙、トナー等の印刷部材の
無駄を生じることもあり、さらにやり直しのための時間が無駄になる。
【０００８】
　一方、コピーや印刷を行う前に、表示パネル等に印刷画像（画像データ）を表示して確
認する、いわゆるプレビュー表示機能を備えた画像形成装置が提案されている。前記プレ
ビュー表示機能を利用すれば、ユーザは、コピー前に印刷画像を確認できるので印刷部材
の無駄ややり直しの手間を省くことができる。
【特許文献１】特開２００６－８６６２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、プレビュー表示機能を備えた画像形成装置においては、ユーザからのプレビ
ュー表示指示を受け付けると最初にスキャンした原稿の画像データが表示される。その後
、ユーザの指示操作により一枚（１画像データ）ずつ原稿の画像データが順次表示される
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のが普通である。
【００１０】
　それ故、例えば１０頁毎に、モノクロ原稿とカラー原稿が繰り返されるような原稿束を
スキャンし、当該原稿束を構成する原稿の色検知が正しく行われているか否かを確認する
場合には、指示ボタン（次表示ボタン）を操作して、一枚毎に順次、原稿の画像データを
プレビュー表示させる必要がある。
【００１１】
　上記の例では、ユーザが１１枚目のカラー原稿が正しく色検知されているか否かを確認
するためには、指示ボタンを１０回操作して、目的とする原稿の画像データをプレビュー
表示させる必要があるが、このような操作はユーザにとって大変煩雑である。
【００１２】
　一方、前記原稿の色検知が正しく行われているか否かを確認する場合には、カラーから
モノクロ、又は、モノクロからカラーのように検知結果が切り替わった直後の原稿画像デ
ータ、又は、当該原稿画像データの前後の原稿画像データをプレビュー表示させて、色検
知が正しく行われていることを確認すれば、ユーザは実際にコピーしてもよいと考えると
思われる。
【００１３】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、プレビュー機能及びモノクロ／カ
ラー自動検知機能を備えた画像形成装置において、カラーからモノクロ、又は、モノクロ
からカラーのように検知結果が切り替わった直後の原稿画像データを簡易な操作でプレビ
ュー表示することができる画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の技術手段は、スキャンする原稿がモノクロ原稿かカラー原稿かを検知する検知部
と、スキャンした原稿の画像データに対応して、当該スキャンした原稿の順に、当該原稿
がモノクロ原稿として検知されたか又はカラー原稿として検知されたかを示す検知結果を
記録する検知結果記録部と、スキップ指示操作を受け付けると、前記記録した検知結果を
参照し、同一検知結果を示す画像データ群における、それぞれの先頭頁の画像データをプ
レビュー表示するプレビュー画像表示制御部とを備えたことを特徴とする画像形成装置で
ある。
【００１５】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記プレビュー画像表示制御部は、次／
前スキップ指示操作を受け付けると、プレビュー表示中の画像データより後／前の、当該
プレビュー表示中の画像データに係る検知結果とは異なる検知結果を示す画像データ群に
おける、先頭頁の画像データをプレビュー表示することを特徴とする。
【００１６】
　第３の技術手段は、第１又は第２の技術手段において、前記プレビュー画像表示制御部
は、画像データのプレビュー表示と共に、当該画像データに係る原稿がモノクロ原稿とし
て検知されたか、又は、カラー原稿として検知されたかを示す検知結果を表示することを
特徴とする。
【００１７】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、前記プレビュー画像表示制御部は、プレ
ビュー表示した画像データの色検知が誤検知であった場合、ユーザからの修正指示操作を
受け付けると、前記検知結果記録部に記録した前記プレビュー表示した画像データの検知
結果を修正し、修正後の検知結果に基づき、再度、プレビュー表示することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明により、プレビュー機能及びモノクロ／カラー自動検知機能を備えた画像形成装
置において、カラーからモノクロ、又は、モノクロからカラーのように検知結果が切り替
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わった直後の原稿画像データを簡易な操作でプレビュー表示することができ、ユーザの利
便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１を用いて、本発明に係る画像形成装置の概略について説明する。
　図１（Ａ）は、コピーの対象である、カラー原稿束とモノクロ原稿束を示した図である
。
　Ｍ１、Ｍ１１は、５枚のモノクロ原稿からなるモノクロ原稿束、Ｃ６は、５枚のカラー
原稿からなるカラー原稿束を示す。
　コピー原稿面には、原稿枚数（１～１５）が記載され、カラー原稿（“６”～“１０”
）の右上には赤色の印鑑が押されているものとする（符号Ｒ参照）。
【００２０】
　ここで、ユーザが、本発明に係る画像形成装置を操作してモノクロ／カラー自動検知モ
ードに移行させ、ＡＤＦに、図１（Ｂ）に示すように、上記の原稿をセットして、スキャ
ン及びプレビュー表示を指示すると、前記原稿をスキャンし、画像データを生成・記録す
る。この際、前記原稿がモノクロ原稿かカラー原稿かを検知し、検知結果を記録する。
　その後、最初の原稿に係る画像データ“１”がプレビュー表示される。
【００２１】
　従来の画像形成装置では、カラー原稿が正しく自動検知されているか否かをプレビュー
表示によって確認するためには、次原稿表示ボタンを５回操作して、カラー原稿束Ｃ６を
構成する原稿の画像データ“６”をプレビュー表示していた。
　しかし、本発明に係る画像形成装置では、次スキップボタンを１回操作すれば、即、前
記画像データ“６”をプレビュー表示することができる。
【００２２】
　図２は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成例を示す概略ブロック図で、図
示例の画像形成装置は、複写動作等に用いられる印刷機能やファクシミリ送信機能等を有
するデジタル複合機として構成されている。また、図３は、図２の複合機におけるタッチ
パネル及びキー操作部の一例を示す外観図である。
【００２３】
　複合機として構成された画像形成装置（以下、デジタル複合機と記す）１は、タッチパ
ネル１０、パネル制御部１１、記録部１２、読取部１３、フォーマット変換部１４、画像
記憶部１５、画像処理部１６、プレビュー画像表示制御部１７、検知結果記録部１８、符
号化／復号部１９、メイン制御部２０、制御用メモリ２１、キー操作部２２、ＬＡＮ（Lo
cal Area Network）制御部２３、制御用バッファ２４、網制御部（ＮＣＵ：Network Cont
rol Unit）２５、モデム２６を備えている。
【００２４】
　メイン制御部２０はＣＰＵ（Central Processing Unit）などで構成され、制御用メモ
リ２１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）等の不揮発性メモリなどで構成される。制御用メ
モリ２１内にはメイン制御部２０から読み出し可能なように、プログラム（ファームウェ
ア）と各種設定データとが格納されている。また、制御用バッファ２４はＲＡＭ（Random
 Access Memory）等の揮発性メモリで構成される。
【００２５】
　上述のプログラムは、本発明に係る原稿の読み取りに係る命令をはじめ、プレビュー画
像の生成、表示に係る命令、ファクシミリ画像や電子メール等の生成・送信・受信等に係
る命令、印刷に係る命令などの、メイン制御部２０が実行する制御プログラムである。こ
のプログラムは、メイン制御部２０により、制御用バッファ２４上に展開され、制御用バ
ッファ２４を一時保存（作業）用のデータ領域として、各種設定データを適宜参照しなが
ら実行される。
【００２６】
　読取部１３は、図示しない原稿載置台に載置された原稿を一枚ずつ搬送する自動原稿搬
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送部（ＡＤＦ：Auto Document Feeder）を有しており、ＡＤＦにより搬送された原稿の画
像をＣＣＤ（Charge Coupled Device）等を用いて１ページずつ読み取ることができ、読
み取ったＲＧＢ（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）の画像データを画像処理部１６に出力する。
また、読取部１３は、図示しないカウンタを有しており、このカウンタやＡＤＦの用紙検
知センサ等を用いて、何ページ目の原稿を読み取っているかや、原稿の総ページ数をカウ
ントできるようになっている。
【００２７】
　画像処理部１６は、スキャンする原稿がモノクロ原稿かカラー原稿かを検知するモノク
ロ／カラー原稿検知部１６ａを有する。
【００２８】
　検知方法は様々提案されており、例えば、スキャンした原稿に係る画像データのモノク
ロ画素数が、当該画像データの全画素数に対して所定割合以上の場合には、当該画像デー
タに対応する原稿がモノクロ原稿であると検知する方法を利用することができる。なお、
モノクロ画素とは、画素のＲ値、Ｇ値、Ｂ値がＲ＝Ｇ＝Ｂの関係を満たす画素を意味する
。
【００２９】
　また、画像処理部１６は、スキャンした原稿の画像データ毎に、当該画像データに対応
する原稿がモノクロ／カラー原稿検知部１６ａによってモノクロ原稿として検知されたこ
とを示す情報又はカラー原稿として検知されたことを示す情報（検知結果）を検知結果記
録部１８に出力する。なお、検知結果記録部１８の詳細については後述する。
【００３０】
　さらに、画像処理部１６は、プレビュー画像生成部１６ｂを有する。プレビュー画像生
成部１６ｂは、例えば、画像記憶部１５に記憶されている画像データに、設定出力条件に
基づき各種画像調整処理（プレビュー表示用画像処理）を行い、プレビュー画像を生成す
る。プレビュー表示用画像処理には、タッチパネル１０の表示特性に基づいて画像データ
を変換する色補正処理や、印刷倍率に応じた画像拡大／縮小処理等がある。
【００３１】
　また、プレビュー画像生成部１６ｂは、生成したプレビュー画像を画像記憶部１５に出
力する。画像記憶部１５に記憶されたプレビュー画像は、プレビュー画像表示制御部１７
の制御を受け、タッチパネル１０に表示される。
【００３２】
　なお、画像処理部１６は、対象となる画像データに対して様々な画像処理を行う。例え
ば、読取部１３からのＲＧＢ画像データに対するＡ／Ｄ変換等を含む原稿読取時の画像処
理（原稿画像処理）を行う。原稿画像処理後の画像データは、画像記憶部１５に記憶され
る。また、画像処理部１６は、画像記憶部１５に記憶された画像データの印刷や外部装置
への送信の際（出力の際）、設定された出力条件（印刷倍率に関する出力条件や所謂Ｎ－
ｕｐ印刷の設定情報等）等に基づき、当該画像データに印刷用画像処理やファックス送信
用画像処理を行う。この印刷用画像処理やファックス送信用画像処理には、出力形態に応
じた画質調整処理等が含まれる。なお、設定出力条件は、制御用メモリ２１に記憶されて
いる。
【００３３】
　プレビュー画像表示制御部１７は、検知結果記録部１８に記録した検知結果を参照し、
同一検知結果を示す画像データ群における、それぞれの先頭頁の画像データをプレビュー
表示する。
【００３４】
　フォーマット変換部１４は、読み取られた画像データや外部から受信した画像データを
、ＰＤＦ（Portable Document Format）等の所定のファイルフォーマットに変換する。
　記録部１２は、電子写真方式などの印刷方式を採用したプリンタ装置を備え、画像記憶
部１５に記憶された画像データなどを、記録用紙に記録（つまり印刷）する。例えば、印
刷用画像処理後の画像データに基づき、記録を行う。
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　画像記憶部１５は、ハードディスク等で構成され、読取部１３から画像処理部１６等を
経た画像データを原稿ページ毎に記憶する。
【００３５】
　符号化／復号部１９は、画像データを符号化により圧縮すると共に、符号化画像データ
を元の画像データに復号（伸張）する。例えば、符号化／復号部１９は、必要に応じて、
原稿を読み取った画像データの符号化、その符号化データの復号、外部から受信した符号
化画像データの復号などを行う。符号化／復号部１９では、ファイリングで一般的に使用
されているＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）など、用途に応じた符号化方
式を用いることができる。
【００３６】
　モデム２６は、ファクシミリ通信が可能なファクシミリモデムから構成されており、電
話回線と接続され、またＮＣＵ２５と直接的に接続されている。ＮＣＵ２５は、必要に応
じてモデム２６を公衆電話回線網と接続する。このような構成により、画像記憶部１５に
記憶した画像データを外部へファクシミリ送信すること等が可能となる。
　ＬＡＮ制御部２３は、ＬＡＮと接続され、インターネット経由による電子メールデータ
の通信及びインターネットファクシミリ（インターネットＦＡＸ）の通信を行う。
【００３７】
　タッチパネル１０又は図３のキー操作部２２は、原稿の読み取り処理、印刷処理等の処
理の中から所望の処理を選択するための操作、その処理を開始するための操作、各処理を
実行する際に必要となる設定を行うための操作（選択操作又は入力操作）などを受け付け
る。タッチパネル１０及びキー操作部２２は、図３で例示するような操作パネル３０とし
て構成してもよい。キー操作部２２は、原稿読込開始等の指示を受付けるスタートキー２
２ａ等、操作するために必要なキー群を備えている。
【００３８】
　タッチパネル１０は、液晶ディスプレイ等の表示部とタッチセンサ等の操作受付部とを
有する。タッチパネル１０は、パネル制御部１１によってその表示制御及び操作受け付け
の制御がなされる。
【００３９】
　パネル制御部１１は、タッチパネル１０における表示部の表示制御や操作受付部の操作
受付制御を行う。
　タッチパネル１０の表示部への表示は、ＧＵＩ（Graphical User Interface）画像／プ
レビュー画像を表示させるように、パネル制御部１１が制御することで実現される。各Ｇ
ＵＩ／プレビュー画像は、パネル制御部１１の内部メモリ又は制御用メモリ２１に、読み
出し可能に格納しておけばよい。
【００４０】
　以下、本発明のプレビュー表示処理について詳細に説明する。
　まず、ユーザが、図１で例示した、モノクロ原稿５枚、カラー原稿５枚、モノクロ原稿
５枚からなる原稿束をデジタル複合機１のＡＤＦにセットする。
【００４１】
　すると、デジタル複合機１は、ユーザの原稿セットを検知し、図４のデジタル複合機１
の標準画面をタッチパネル１０に表示する。図４では、標準画面として、タッチパネル１
０に表示されるＧＵＩ画像の一例（ＧＵＩ画像４０とする）を示している。ＧＵＩ画像４
０は、ＡＤＦに原稿がセットされたり、デジタル複合機１の電源がＯＮ／リセットされた
ときにタッチパネル１０に表示される。このＧＵＩ画像４０では、コピーモードが選択さ
れている状態を示す。
【００４２】
　ＧＵＩ画像４０において、コピーを行うときの各種の条件設定が可能となっており、Ｇ
ＵＩ画像４０で表示されるキーを介して設定された印刷条件は、原稿読取開始時に制御用
メモリ２１に記憶され、原稿全体に適用される。
　また、ＧＵＩ画像４０には、読取部１３で読み取った原稿をプレビュー表示するための
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プレビュー確認ボタン４１が表示されている。
【００４３】
　ここで、ユーザが、特別機能ボタン４２を操作して、モノクロ／カラー自動検知モード
を設定する。
　さらに、ユーザが、セットした原稿をスキャン後、プレビュー表示するようにデジタル
複合機１に指示するため、プレビュー確認ボタン４１をＯＮに設定して反転させ、コピー
を開始するスタートキー２２ａ（図３参照）を押下すると、スキャンした原稿の画像デー
タがデジタル複合機１の読取部１３によって順次生成され、画像処理部１６により各種画
像処理が施されて、画像記憶部１５に記憶される。
【００４４】
　同時に、モノクロ／カラー原稿検知部１６ａは、読取部１３がスキャンした画像データ
に対応する原稿がモノクロ原稿であるか、カラー原稿であるかを検知する。そして、前記
画像データの検知結果を検知結果記録部１８に出力する。
　前記検知結果を受信した検知結果記録部１８は、読取部１３がスキャンした原稿の画像
データに対応して、当該スキャンした原稿の順に、当該原稿がモノクロ原稿として検知さ
れたか又はカラー原稿として検知されたかを示す検知結果を、例えば、テーブル形式で記
録する。
【００４５】
　図５は、図１で例示した原稿束をスキャンした場合に検知結果記録部１８に記録される
検知結果記録テーブル１０１の一例である。
　１０１ａは、画像データ名欄で、スキャンした順に、原稿の画像データ名が記録される
。
　１０１ｂは、検知結果欄で、画像データに対応して検知結果が記録される。
【００４６】
　検知結果記録テーブル１０１には、モノクロ原稿と検知された原稿の画像データ群（単
位）として、画像データ“１”～画像データ“５”／画像データ“１１”～画像データ“
１５”が記録され、カラー原稿と検知された原稿の画像データ群として、画像データ“６
”～画像データ“１０”が記録されている。
【００４７】
　同時に、プレビュー画像生成部１６ｂによってプレビュー表示用のプレビュー画像が生
成され、画像記憶部１５に記憶される。
【００４８】
　上記処理が終了すると、プレビュー画像表示制御部１７は、最初にスキャンした原稿に
対応する画像データをプレビュー表示する。ここでは、図６に示すプレビュー画像５０１

がタッチパネル１０に表示される。
　５１ｍは、モノクロ原稿束Ｍ１における先頭頁の原稿に係る画像データ“１”のプレビ
ュー画像である。
【００４９】
　また、前記表示制御部１７は、画像データのプレビュー表示と共に、当該画像データに
係る原稿がモノクロ原稿として検知されたか、又は、カラー原稿として検知されたかを示
す検知結果を表示する。なお、前記知結果に基づきモノクロ又はカラーで当該画像データ
がプレビュー表示される。
【００５０】
　５２は、次原稿表示ボタン（以下、次ボタンと記す）、５３は、次スキップボタン、５
４は、次早送りスキップボタン、５５は、前原稿表示ボタン（以下、前ボタンと記す）、
５６は、前スキップボタン、５７は、前早送りスキップボタン、５８は、再設定ボタン、
５９は、コピー開始ボタンで、各ボタンの機能については後述する。
【００５１】
　ユーザによる、次スキップボタン５３の操作（次スキップ指示操作）を受け付けると、
プレビュー画像表示制御部１７は、図５の検知結果記録テーブル１０１を参照し、プレビ
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ュー表示中の画像データより後の、当該プレビュー表示中の画像データに係る検知結果と
は異なる検知結果を示す画像データ群（単位）における、先頭頁の画像データをプレビュ
ー表示する。
【００５２】
　図１及び図５の例では、図６のプレビュー画像５０１における、プレビュー表示中の画
像データ（図５の画像データ“１”）の検知結果は“モノクロ”であるから、当該画像デ
ータより後（直後）の、当該検知結果とは異なる検知結果（“カラー”）を示す画像デー
タ群は、図５の画像データ“６”～画像データ“１０”である。
【００５３】
　前記画像データ群における、先頭頁の画像データは、画像データ“６”であるから、プ
レビュー画像表示制御部１７は、例えば図７に示すプレビュー画像５０２をタッチパネル
１０に表示する。
　５１ｃは、カラー原稿束Ｃ６における先頭頁の原稿に係る画像データ“６”のプレビュ
ー画像である。
【００５４】
　ここで、ユーザが、次ボタン５２を操作すると、プレビュー画像表示制御部１７は、プ
レビュー表示中の画像データ（画像データ“６”）の次の画像データである、画像データ
“７”のプレビュー画像、例えば、図８に示すプレビュー画像５０３を表示する。なお、
前ボタン５５を操作した場合には、前記表示制御部１７は、プレビュー表示中の画像デー
タの前の画像データである、画像データ“５”のプレビュー画像を表示する。
【００５５】
　ここで、画像データ“７”に対応する原稿はカラー原稿であるが、モノクロ原稿と誤検
知されているものとする。なお、検知結果記録テーブル１０１の用紙サイズも同じくモノ
クロと設定されているとする。
【００５６】
　このように、プレビュー表示した画像データの色検知が誤検知であった場合、ユーザが
、再設定ボタン５８を操作すると（ユーザからの修正指示操作）、当該操作を受け付け、
プレビュー画像表示制御部１７は、図９に示す再設定画面６０を表示する。
【００５７】
　そこで、ユーザが、再設定画面６０の“はいボタン”６０ａを操作すると、前記表示制
御部１７は、図１０に示すプレビュー画像５０４に示すように、修正後の検知結果に基づ
き、再度、プレビュー表示する。
　このとき、前記表示制御部１７は、検知結果記録部１８の検知結果記録テーブル１０１
に記録された前記プレビュー表示した画像データ（画像データ“７”）の検知結果をモノ
クロからカラーに修正する。
【００５８】
　なお、図８に示すプレビュー画像５０３において、ユーザによる、前スキップボタン５
６の操作（前スキップ指示操作）を受け付けると、プレビュー画像表示制御部１７は、プ
レビュー表示中の画像データより前（直前）の、当該プレビュー表示中の画像データに係
る検知結果とは異なる検知結果を示す画像データ群における、先頭頁の画像データをプレ
ビュー表示する。
　上記の例では、図６のプレビュー画像５０１が表示される。
【００５９】
　図６に示すプレビュー画像５０１において、ユーザが次早送りスキップボタン５４を操
作すると、プレビュー画像表示制御部１７は、検知結果記録テーブル１０１を参照し、当
該テーブル１０１における末尾の画像データ群における、最初又は最後の画像データ（画
像データ“１１”又は画像データ“１５”）をプレビュー表示する。
【００６０】
　図７に示すプレビュー画像５０２において、ユーザが前早送りスキップボタン５７を操
作すると、プレビュー画像表示制御部１７は、検知結果記録テーブル１０１を参照し、当
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該テーブル１０１における、画像データ群における、最初又は最後の画像データ（画像デ
ータ“１”又は画像データ“５”）をプレビュー表示する。
【００６１】
　ユーザが、上記のボタン操作により各プレビュー画像を表示させ、色検知が適切に行わ
れていることを確認し、コピー開始ボタン５９を操作すると、記録部１２は、画像記憶部
１５に記憶された画像データ“１”～画像データ“１５”を記録用紙に印刷（コピー）す
る。
【００６２】
　なお、コピーだけでなく、画像記憶部１５に記憶された画像データ“１”～画像データ
“１５”をフォーマット変換部１４によってＰＤＦ等にファイル変換し、画像記憶部１５
に記憶してもよい。
　他にも、電子メールに添付したり、又、インターネットＦＡＸを利用して、所定の宛先
に送信してもよい。
【００６３】
　次に、上記のプレビュー画像表示処理を図１１のフロー図を用いて説明する。
　ユーザが、モノクロ原稿／カラー原稿からなる原稿束をデジタル複合機１のＡＤＦにセ
ットして（ステップＳ１）、モノクロ／カラー自動検知モードへの移行、当該原稿をスキ
ャン後、プレビュー表示するようにデジタル複合機１にタッチパネル１０を介して指示す
る（ステップＳ２）。
【００６４】
　前記指示を受けたデジタル複合機１の読取部１３は、前記原稿を順次スキャンし、画像
データを生成し、当該画像データを画像記憶部１５に記憶する（ステップＳ３）。
　同時に、モノクロ／カラー原稿検知部１６ａは、ステップＳ３で生成された画像データ
について色検知を実行し（ステップＳ４）、検知結果記録部１８は、前記画像データの検
知結果を検知結果記録テーブル１０１に記録する（ステップＳ５）。
【００６５】
　ステップＳ３～ステップＳ５の処理を繰り返し（ステップＳ６／ＮＯ）、全原稿のスキ
ャンが終了すると（ステップＳ６／ＹＥＳ）、プレビュー画像表示制御部１７は、図６に
示すプレビュー画像５０１のように、最初にスキャンした原稿に対応する画像データをプ
レビュー表示する（ステップＳ７）。
【００６６】
　ここで、ユーザが、次スキップボタン５３を操作すると（ステップＳ８／次スキップボ
タン）、プレビュー画像表示制御部１７は、検知結果記録テーブル１０１を参照し、プレ
ビュー表示中の画像データより後の、当該プレビュー表示中の画像データに係る検知結果
とは異なる検知結果を示す画像データ群における、先頭頁の画像データをプレビュー表示
する（ステップＳ９）。なお、前スキップボタン５６を操作した場合には、プレビュー表
示中の画像データより前の、当該プレビュー表示中の画像データに係る検知結果とは異な
る検知結果を示す画像データ群における、先頭頁の画像データがプレビュー表示される。
【００６７】
　ユーザが、再設定ボタン５８を操作すると（ステップＳ８／再設定ボタン）、プレビュ
ー画像表示制御部１７は、再設定画面６０を表示し、ユーザからの再設定指示（“はいボ
タン”６０ａの操作）がなされると、プレビュー表示及び検知結果を修正する（ステップ
Ｓ１０）。
【００６８】
　なお、次原稿表示ボタン５２、次早送りスキップボタン５４、前ボタン５５、前スキッ
プボタン５７を操作した場合には、前述のように、各ボタンに対応するプレビュー画像を
表示する。
【００６９】
　ユーザが、コピー開始ボタン５９を操作すると、記録部１２は、画像記憶部１５に記憶
された画像データを記録用紙に印刷（コピー）する（ステップＳ１１）。
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　このように、次スキップボタン５３／前スキップボタン５６を１回操作するだけで、カ
ラーからモノクロ、又は、モノクロからカラーのように検知結果が切り替わった直後の原
稿画像データをプレビュー表示することができるので、ユーザの利便性が向上する。
　また、誤検知された場合に、容易な操作で、色検知を修正し、修正結果をプレビュー表
示できるので、ユーザの利便性が向上する。
【００７１】
　なお、例えば、画像データ２をプレビュー表示している際に、前スキップボタン５６が
操作された場合には、プレビュー表示中の画像データより前の、当該プレビュー表示中の
画像データに係る検知結果とは異なる検知結果を示す画像データ群が存在しない。そこで
、当該画像データ“２”を含む同一検知結果を示す画像データ群の先頭画像データ、つま
り、画像データ“１”をプレビュー表示するようにしてもよい。
【００７２】
　他にも、画像データ“１２”をプレビュー表示している際に、次スキップボタン５３が
操作された場合には、上記のように、当該画像データ“１２”を含む同一検知結果を示す
画像データ群の先頭画像データ、つまり、画像データ“１１”をプレビュー表示するよう
にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明に係る画像形成装置の概略について説明するための図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成例を示す概略ブロック図である。
【図３】操作パネルの一例である。
【図４】標準画面として、タッチパネルに表示されるＧＵＩ画像の一例である。
【図５】検知結果記録テーブルの一例である。
【図６】プレビュー画像の一例である。
【図７】プレビュー画像の他の例である。
【図８】プレビュー画像の他の例である。
【図９】再設定画面の一例である。
【図１０】プレビュー画像の他の例である。
【図１１】プレビュー画像表示処理を説明するためのフロー図である。
【符号の説明】
【００７４】
１…デジタル複合機、１０…タッチパネル、１１…パネル制御部、１２…記録部、１３…
読取部、１４…フォーマット変換部、１５…画像記憶部、１６…画像処理部、１６ａ…モ
ノクロ／カラー原稿検知部、１６ｂ…プレビュー画像生成部、１７…プレビュー画像表示
制御部、１８…検知結果記録部、１９…符号化／復号部、２０…メイン制御部、２１…制
御用メモリ、２２…キー操作部、２２ａ…スタートキー、２３…ＬＡＮ制御部、２４…制
御用バッファ、２５…ＮＣＵ、２６…モデム、３０…操作パネル、４０…ＧＵＩ画像、４
１…プレビュー確認ボタン、４２…特別機能ボタン、５０１～５０４…プレビュー画像、
５１ｍ，５１ｃ…画像データのプレビュー画像、５２…次原稿表示ボタン、５３…次スキ
ップボタン、５４…次早送りスキップボタン、５５…前ボタン、５６…前スキップボタン
、５７…前早送りスキップボタン、５８…再設定ボタン、５９…コピー開始ボタン、６０
…再設定画面、１０１…検知結果記録テーブル。
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